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資料５ 

○阪南市立住民センター条例施行規則 

昭和５６年４月１４日 

規則第４号 

注 平成２２年６月２９日規則第２８号から条文注記入る。 

改正 平成１１年３月３１日規則第２３号 

平成１５年９月１日規則第２６号 

平成１７年３月３１日規則第１１号 

平成１８年３月６日規則第４号 

平成２２年６月２９日規則第２８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、阪南市立住民センター条例（昭和４７年阪南町条例第６

６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（使用の範囲） 

第２条 条例第３条第１項第１号に掲げる場合は、地区住民自治組織が総会、

役員会その他の会議に使用する場合とする。 

２ 条例第３条第１項第２号に掲げる場合は、社会教育関係団体、社会福祉団

体その他の団体のうち、市長があらかじめ住民センターの使用を認めた団体

が総会、役員会その他の会議に使用する場合及び住民相談に使用する場合と

する。 

３ 条例第３条第１項第３号に掲げる場合は、次に掲げる場合とする。 

(1) 交通安全活動又は防犯活動で使用する場合 

(2) 地域の美化活動で使用する場合 

(3) 地域の文庫活動による図書の貸出しで使用する場合 

(4) 祭礼関係で使用する場合（９月又は１０月に使用する場合に限る。） 

４ 条例第３条第２項の規定による使用許可は、同条第１項の規定による使用

に支障のない限りにおいて許可する。ただし、次に掲げる場合については、

使用を許可しない。 

(1) 専ら営利を目的として使用するとき。 
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(2) 各種教室、講座等において授業料を徴収して使用するとき。 

(3) 体育実技又はそれを伴う講習会等を行うとき。 

(4) 危険物、爆発物、火気等を使用するとき。 

(5) 長期的かつ独占的に使用するとき。 

(6) 特定の宗派、教派又は教団を支援するため使用するとき。 

(7) その他市長が不適当と認めるとき。 

（平２２規則２８・一部改正） 

（使用許可） 

第３条 条例第３条第２項の規定により住民センターを使用しようとする者は、

あらかじめ使用許可申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。

その内容を変更するときもまた同様とする。 

２ 市長は、前項に規定する申請により住民センターの使用を許可したときは、

使用許可書（様式第２号）を交付する。 

（平２２規則２８・一部改正） 

（使用料の免除） 

第４条 条例第７条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、あらか

じめ使用料免除申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の使用料の免除を決定したときは、前条第２項の使用許可書

にその旨を記載し交付する。 

（平２２規則２８・一部改正） 

（指定管理者による管理） 

第４条の２ 条例第１０条第１項の規定により、住民センターの管理を指定管

理者に行わせるときは、第２条第４項第７号及び前条中「市長」とあるのは、

「指定管理者」と読み替えるものとする。 

２ 指定管理者は、前項の規定により住民センターの管理を行うときは、市長

の承認を得て、様式第１号及び様式第２号中「市長」とあるのは、「指定管

理者」と読み替えるものとする。 

（平２２規則２８・追加） 

（指定管理者の指定） 
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第５条 条例第１１条第２項に規定する申請書は、指定管理者指定申請書（様

式第４号）とする。 

２ 条例第１１条第１項の規定による指定を通知するときは、阪南市立住民セ

ンター指定管理者指定通知書（様式第５号）によるものとする。 

（平２２規則２８・全改） 

（指定管理者の指定等の告示） 

第６条 市長は、指定管理者を条例第１１条第１項の規定により指定したとき、

又は条例第１３条第１項の規定によりその指定を取り消したとき、若しくは

管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、その旨を告示するものと

する。 

（平２２規則２８・一部改正） 

（指定管理者の指定期間） 

第７条 指定期間は、５年を限度とする。ただし、条例第１３条第１項の規定

に該当するときは、この限りでない。 

（協定事項） 

第８条 条例第１１条第３項の協定で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 指定管理者に行わせる管理業務の範囲 

(2) 指定管理者が行う管理の基準 

(3) 使用料の徴収収納の委託に関する事項 

(4) 指定期間に関する事項 

(5) 市が支払うべき費用に関する事項 

(6) 禁止行為に関する事項 

(7) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項 

(8) 疑義等が生じた場合の決定に関する事項 

(9) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（平２２規則２８・一部改正） 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
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（平２２規則２８・追加） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１１年３月３１日規則第２３号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年９月１日規則第２６号） 

この規則は、平成１５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月３１日規則第１１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年３月６日規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年６月２９日規則第２８号） 

この規則は、平成２２年７月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

（平２２規則２８・一部改正） 

様式第２号（第３条関係） 

（平２２規則２８・一部改正） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

（平２２規則２８・追加） 

 


